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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】回転体を備える場合に、回転体の回転動作時に
おける偏心によるうねり等を目立たなくするとともに、
耐衝撃性にも優れた文字板及び時計を提供する。
【解決手段】文字板３に回転自在に設けられた回転体５
と、回転体５の周縁部を覆う被覆部４２を有する文字板
本体４とを備えた。これにより、回転体５の回転動作時
における偏心によるうねり等を目立たなくするとともに
、回転体５の耐衝撃性を向上させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転自在に設けられた回転体と、
　前記回転体の周縁部を覆う被覆部を備える文字板本体と、
を備えることを特徴とする文字板。
【請求項２】
　前記回転体は、回転中心である中央部が最も高く周縁部に行くにしたがって低くなるよ
うに傾斜するとともに、最外周部が平坦に形成された平板部となっており、
　前記被覆部は、前記平板部を被覆することを特徴とする請求項１に記載の文字板。
【請求項３】
　前記回転体は、樹脂を成型することにより形成されていることを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載の文字板。
【請求項４】
　前記回転体の上を回転する指針を備え、
　前記指針は前記文字本体よりも視認側に配置されていることを特徴とする請求項１から
請求項３のいずれか一項に記載の文字板。
【請求項５】
　前記被覆部における視認側の面に、当該面を損傷から保護する保護部が形成されている
ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の文字板。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の文字板と、
　前記文字板を収容するケースと、
を備えることを特徴とする時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文字板及び時計に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、時計等に、主たる表示部分を構成する文字板本体の他に各種機能表示を行うため
の板状部材を備える文字板を採用することが行われている。
　例えば、特許文献１には、文字板本体の他に、時数字が印刷された時円板、分を示す矢
印等が印刷された分板、秒を示す矢印等が印刷された秒板といった板部材（板状の回転体
）を回転可能に設けた時計の構造が記載されている。
　このように複数の板部材を表示部分に備えた場合には、立体的で意匠性に優れた文字板
及び時計を実現することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２５８３６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、回転体を完全な真円に形成することは難しいため、回転体を回転動作さ
せると、多少偏心した状態で回転し、回転体のうねりや歪みを生じる。
　回転体の径が大きくなると、その分偏心も大きくなり、回転動作時の回転体のうねりや
歪みが目立ちやすくなる。
　そして、このような偏心によるうねり等は、特に回転体の周縁部において目立ちやすい
。
【０００５】
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　また、表示部分に文字板本体以外に回転体を備えた場合、回転体が回転軸で支持されて
いるのみである場合には、落下等により外部から衝撃が加えられた際に、回転体が外れた
り、例えば金属製の指針等の他の部材と接触し、損傷、破損してしまうおそれがある。
【０００６】
　本発明は以上のような事情に鑑みてなされたものであり、回転体を備える場合に、回転
体の回転動作時における偏心によるうねり等を目立たなくするとともに、耐衝撃性にも優
れた文字板及び時計を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明に係る文字板は、
　回転自在に設けられた回転体と、
　前記回転体の周縁部を覆う被覆部を備える文字板本体と、
を備えることを特徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、回転体を備える場合に、回転体の回転動作時における偏心によるうね
り等を目立たなくするとともに、回転体の耐衝撃性を向上させることができるという効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態における文字板を備える時計の正面図である。
【図２】図１におけるII-II線に沿う要部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１及び図２を参照しつつ、本発明に係る文字板及び文字板を適用した時計の一実施形
態について具体的に説明する。
　なお、以下に述べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限
定が付されているが、本発明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない
。
【００１１】
　図１は、本実施形態における文字板を備えた時計を示す正面図である。
　時計１００は、時計の厚み方向における上下に開口した中空の短柱形状に形成されたケ
ース（以下「時計ケース１」という。）を備えている。
　この時計ケース１の図１における上下両端部、つまり時計の１２時方向側の端部及び６
時方向側の端部には、図示しない時計バンドが取り付けられるバンド取付け部１１が設け
られている。
　また、時計１００は、時計ケース１の側部等に操作ボタン１２を備えている。
　操作ボタン１２は、その挿入側の端部が時計ケース１内部に収容されている図示しない
時計モジュールと接続されており、操作ボタン１２を押し込み又は回転させることによっ
て各種操作が可能となるように構成されている。
【００１２】
　この時計ケース１の視認側（表面側）の開口は、透明なガラス等で形成された風防部材
１３によって閉塞されている。
　また、時計ケース１の視認側とは反対側（裏面側）の開口は、図示しない裏蓋部材によ
って閉塞されている。
【００１３】
　また、時計ケース１の内部であって、風防部材１３の下側には、表示部３０が配置され
ている。
　本実施形態の表示部３０は、図１に示すように、文字板３及びこの文字板３の上方に配
置された指針３２である時針３２ａ、分針３２ｂ、秒針３２ｃ等を備えるアナログ方式の
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表示部である。
　なお、時計１００に設けられる表示部３０は、アナログ方式のものに限定されない。例
えば液晶パネル等で構成されるデジタル方式の表示部であってもよいし、アナログ方式、
デジタル方式の両方を備える表示部であってもよい。
【００１４】
　時計ケース１の内部であって、表示部３０の下方（すなわち、時計１００の裏面側）に
は、図示しない時計モジュールが配置されている。
　時計モジュールは、例えば樹脂等で形成されたハウジング内に歯車機構やモータ等を備
える運針機構（いずれも図示せず）を備えている。また、時計モジュールには、各種電子
部品等を実装した回路基板や時計１００の各機能部に電力を供給するためのバッテリー等
が組み込まれている。
　時計モジュールには、時計１００の表面側（視認側）に向かって突出する指針軸３５が
設けられている。指針軸３５の基端側は運針機構と接続されており、自由端（突出側の端
部）は文字板３(本実施形態では、後述する文字板本体４)を貫通して視認側に露出してい
る。指針軸３５の自由端には、指針３２（時針３２ａ、分針３２ｂ及び秒針３２ｃ）が取
り付けられている。
　時計モジュールは、指針軸３５を回転動作させることにより、指針軸３５に取り付けら
れた時針３２ａ、分針３２ｂ及び秒針３２ｃを文字板３の上方で運針させるようになって
いる。
【００１５】
　図１に示すように、本実施形態の文字板３は、文字板本体４と回転体５とを備えている
。
　文字板本体４は、平板状の部材であり、その表面側の周縁部には、時針３２ａ、分針３
２ｂ、秒針３２ｃによって示される時刻の目安となる時字部材３４が配置されている。
　図１に示すように、文字板本体４における時計のほぼ６時位置には、回転体５を露出さ
せる開口部４１が形成されている。
　図２は、図１におけるII-II線に沿う断面図である。
　図１及び図２に示すように、この開口部４１に対応する位置であって文字板本体４の裏
面側には回転体５が配置されている。
【００１６】
　本実施形態の回転体５は、例えば樹脂を金型等を用いて成型することにより形成されて
いる。なお、回転体５を形成する材料や形成手法等は特に限定されない。回転体５は樹脂
成型によるものに限定されず、金属等、樹脂以外の材料で形成されていてもよい。
　回転体５は、ほぼ中央部に支軸５１が設けられている。回転体５は、この支軸５１を中
心に回転自在に構成された板状の部材である。
　すなわち、支軸５１の基端側（図２における下側）は、時計モジュールと接続されてお
り、時計モジュールは、支軸５１を回転動作させることにより、回転体５を回転させるよ
うになっている。
【００１７】
　回転体５は、回転中心である中央部（すなわち、支軸５１が設けられている部分）が最
も高く、周縁部に行くにしたがって低くなるように傾斜するほぼドーム型に形成されてい
る。また、回転体５の最外周部は、平坦に形成された平板部５２となっている。
　回転体５は、少なくともこの平板部５２の分だけその径方向の大きさが文字板本体４の
開口部４１の径よりも大きく、開口部４１の周縁部によって平板部５２が覆われるように
なっている。
【００１８】
　このように本実施形態では、文字板本体４における開口部４１の周縁部が、回転体５の
少なくとも周縁部を覆う被覆部４２として機能する。
　被覆部４２は、その下側の面（図２において下面）が回転体５の平板部５２等の上側の
面（図２において上面）と接触しないように、回転体５の平板部５２等の上側の面との間



(5) JP 2017-156115 A 2017.9.7

10

20

30

40

50

に多少の隙間が空くように、文字板本体４における他の部分よりも一段高い位置に形成さ
れている。
【００１９】
　被覆部４２における視認側の面（図２において上面）には、当該面を損傷から保護する
保護部４３が形成されている。
　保護部４３は、例えば金属材料をシート状に加工した貼着シール（例えばメタレター）
等を被覆部４２の上面（図２において上面）に貼り付けることによって形成される。
　なお、保護部４３の形成手法はここに例示したものに限定されない。保護部４３は、文
字板３の上を運針する指針３２，５４（後述）等によって被覆部４２の上面が傷ついたり
摩耗したりすることを防止できるものであればよく、例えばセラミックスや硬質ガラス等
によるコーティングを施す等により形成されていてもよい。
【００２０】
　本実施形態において支軸５１は中空の筒状に構成されており、この筒状の支軸５１の内
部には、指針を支持する指針軸５３が挿通されている。
　指針軸５３は、基端側が時計モジュールと接続されているとともに、自由端側が回転体
５の表面側に突出している。そして、指針軸５３の突出側の端部には、指針５４が取り付
けられている。
　本実施形態では、指針５４が指針軸５３に支持されて回転体５の上を回転する小針（機
能針）である場合を例示している。
　図２に示すように、指針５４は、回転体５の表面形状に沿うように多少先端側が文字板
３側に向かって下がっている。なお、指針５４の形状等は図示例に限定されない。
【００２１】
　次に、本実施形態における文字板及びこれを適用した時計の作用について説明する。
【００２２】
　本実施形態において、まず、時計モジュールの上であって面方向のほぼ中央部に指針軸
３５を組み付け、内部に指針軸５３を挿通させた支軸５１を時計モジュールにおける６時
側に組み付ける。そして、樹脂成型等により形成された回転体５を支軸５１の自由端側に
取り付ける。
　さらに、回転体５の上に開口部４１が来るように位置を合わせて文字板本体４を時計モ
ジュール上に載置する。これにより、開口部４１から回転体５が時計１００の視認側に露
出するとともに、開口部４１の周縁部である被覆部４２によって回転体５の周縁部である
平板部５２が被覆される。さらに、被覆部４２の表面に金属製のシールを貼着する等によ
り保護部４３を形成する。これにより、文字板３が完成する。
　また、指針軸３５の自由端側に指針３２を取り付け、指針軸５３の自由端側に指針５４
を取り付け、これにより本実施形態における表示部３０が完成する。
　そして、時計モジュール及び文字板３を備える表示部３０を時計ケース１に収容し、風
防部材１３、裏蓋部材等を取り付けることによって時計１００が完成する。
【００２３】
　本実施形態において、回転体５及び指針５４は、それぞれ独立して、又は連動して回転
動作し、各種の機能表示等を行う。
　このとき、回転体５の径が大きければ大きいほど回転動作時に偏心によるうねりや歪み
等が生じる。こうしたうねり等は特に回転体５の周縁部において目立ちやすいが、本実施
形態では、回転体５の周縁部である平板部５２が、文字板本体４の被覆部４２によって被
覆されているため、回転体５のうねり等が目立ちにくい。
　また、このように回転体５の一部が文字板本体４によって覆われているため、時計１０
０が落下した際等、外部から衝撃が加えられた場合でも回転体５が時計モジュールから外
れたり支軸５１から外れて位置がずれたりするおそれがない。
　そしてこのように衝撃等による位置ずれや飛び出しを回避できるため、回転体５が指針
３２や指針５４等の他の部品と接触して表面が傷つくこと等を防止することもできる。
　さらに、被覆部４２の表面には保護部４３が形成されているため、回転体５の周縁部を
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被覆している被覆部４２の表面が指針３２や指針５４等の他の部品と接触して傷つくこと
等をも防止することができる。
【００２４】
　以上のように、本実施形態によれば、文字板３に回転自在に設けられた板状の回転体５
を備えるとともに、少なくとも回転体５の周縁部である平板部５２を覆う被覆部４２を有
する文字板本体４を備えている。このため、文字板３を意匠性に優れた立体的な構成とす
ることができるとともに、時計１００が衝撃等を受けた場合でも回転体５が支軸５１から
外れたり、他の部材と接触して損傷、摩耗等することを防止することができる。
　また、回転体５は真円に形成されているものではないため、その径が大きければ大きい
ほど回転動作時に偏心によるうねりや歪み等が生じる。こうしたうねり等は特に回転体５
の周縁部において目立ちやすいが、本実施形態では、回転体５の周縁部である平板部５２
が、文字板本体４の被覆部４２によって被覆されているため、回転体５が多少うねり等を
生じても目立ちにくい。
　また、回転体５の周縁部を被覆部４２によって覆い隠すことができるため、回転体５を
製造する際等に、周縁部を厳密に処理しなくても文字板３及び時計１００の外観に影響を
及ぼさない。このため、回転体５の生産性を向上させることができる。
　例えば、回転体５を金型を用いて樹脂成型する場合、金型に樹脂を流し込むゲートを設
ける必要がある。このゲート部分が視認側に露出すると外観が悪くなるが、本実施形態の
ように、回転体５の周縁部を被覆部４２により被覆する構成とした場合には、回転体５の
周縁部にゲートを設けても、組み付け後にはゲート部分が被覆部４２より覆い隠されてし
まうため、視認側に露出せず、外観に影響を与えない。このため、金型の設計、樹脂成型
等を簡易に行うことができ、回転体５の生産性を向上させることができる。
　また、回転体５に表面加工を施す場合等においても、被覆部４２より覆い隠されてしま
う回転体５の周縁部は治具に固定したり、手で触れたりしても完成時の外観に影響しない
ことから、取り扱いが容易であり、作業性の向上にも資する。
　また、このように回転体５の一部が文字板本体４によって覆われているため、時計１０
０が落下した際等、外部から衝撃が加えられた場合でも回転体５が時計モジュールから外
れたり支軸５１から外れて位置がずれたりすることも防止することができる。
　そしてこのように衝撃等で位置ずれや飛び出しを生じないため、回転体５が指針３２や
指針５４等の他の部品と接触して表面が傷つくこと等を防止することもできる。
　さらに、文字板本体４の被覆部４２の表面には保護部４３が形成されているため、回転
体５の周縁部を被覆している被覆部４２の表面が指針３２や指針５４等の他の部品と接触
して傷つくこと等も防止することができる。
　また、本実施形態の回転体５は、回転中心である中央部が最も高く周縁部に行くにした
がって低くなるように傾斜している。このため、文字板３をより立体的な意匠性に優れた
ものとすることができる。
　さらに、回転体５の最外周部は、平坦に形成された平板部５２となっており、被覆部４
２は、この平板部５２を被覆するため、傾斜面を被覆する場合と比較して、回転体５の全
体を傾きなく、均一に被覆し、飛び出し等から適切に保護することができる。
　また、本実施形態の回転体５は、樹脂を成型することにより形成されている。このため
、各種の複雑な形状等でも容易に加工・成型することが可能であり、バリエーション豊か
な意匠性に優れた回転体５を備える文字板３を形成することが可能となる。そして、例え
ば金型を用いた樹脂成型等で回転体５を形成する場合でも、前述のように、ゲート部分の
配置等を容易に行うことができ、生産性を向上させることができる。
【００２５】
　なお、以上本発明の実施形態について説明したが、本発明は、かかる実施形態に限定さ
れず、その要旨を逸脱しない範囲で、種々変形が可能であることは言うまでもない。
【００２６】
　例えば、本実施形態では、回転体５が、基端である中央部が最も高く自由端である周縁
部に行くほど低くなるように、断面形状が緩やかに湾曲し、外観全体がほぼ球面状（半球
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状）となっている場合を例示したが、回転体５の形状はこれに限定されない。
　例えば、回転体５は、基端である中央部が最も高く自由端である周縁部に行くほど低く
なるように、断面形状が直線的に傾斜した円錐状となっていてもよい。
　また、回転体５は、全体が平板状の円盤であってもよい。
　さらに、回転体５は、円盤に限定されず、多角形状の板状部材であってもよい。
【００２７】
　また、文字板３は、回転体５と、回転体５の少なくとも周縁部を覆う被覆部を有する別
部材とを備えていればよく、被覆部を備える部材は、時字部材３４等を有する部材（本実
施形態における文字板本体４）には限定されない。例えば文字板３が、回転体５を含めた
３つ以上の板状部材で構成されている場合には、いずれかの部材に回転体５の周縁部を被
覆する被覆部が設けられていればよい。
【００２８】
　また、本実施形態では、回転体５を支持する支軸５１の内部に指針軸５３が設けられ、
これに機能針である指針５４が支持されている例を示したが、指針軸５３及び機能針であ
る指針５４は、本発明の必須の要素ではなく、これらを備えない構成としてもよい。
【００２９】
　また、本実施形態では、被覆部４２の表面に保護部４３が形成されている場合を例示し
たが、被覆部４２の表面に保護部４３を設けることは必須ではなく、保護部を設けない構
成とすることもできる。
【００３０】
　また、本実施形態では、文字板３が時計１００に設けられている場合を例示したが、本
発明の文字板を適用可能な機器は、時計に限定されず、回転体を含む文字板を配置可能な
機器であれば広く適用することができる。
【００３１】
　以上本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態に
限定するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む
。
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
である。
〔付記〕
＜請求項１＞
　回転自在に設けられた回転体と、
　前記回転体の周縁部を覆う被覆部を備える文字板本体と、
を備えることを特徴とする文字板。
＜請求項２＞
　前記回転体は、回転中心である中央部が最も高く周縁部に行くにしたがって低くなるよ
うに傾斜するとともに、最外周部が平坦に形成された平板部となっており、
　前記被覆部は、前記平板部を被覆することを特徴とする請求項１に記載の文字板。
＜請求項３＞
　前記回転体は、樹脂を成型することにより形成されていることを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載の文字板。
＜請求項４＞
　前記回転体の上を回転する指針を備え、
　前記指針は前記文字本体よりも視認側に配置されていることを特徴とする請求項１から
請求項３のいずれか一項に記載の文字板。
＜請求項５＞
　前記被覆部における視認側の面に、当該面を損傷から保護する保護部が形成されている
ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の文字板。
＜請求項６＞
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　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の文字板と、
　前記文字板を収容するケースと、
を備えることを特徴とする時計。
【符号の説明】
【００３２】
１　　　時計ケース
３　　　文字板
４　　　文字板本体
５　　　回転体
４　　　時計モジュール
４２　　被覆部
４３　　保護部
５２　　平板部
１００　時計

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月25日(2016.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転自在に設けられた回転体と、
　前記回転体の周縁部を覆う被覆部を備える文字板本体と、
を備えることを特徴とする文字板。
【請求項２】
　前記回転体は、回転中心である中央部が最も高く周縁部に行くにしたがって低くなるよ
うに傾斜するとともに、最外周部が平坦に形成された平板部となっており、
　前記被覆部は、前記平板部を被覆することを特徴とする請求項１に記載の文字板。
【請求項３】
　前記回転体は、樹脂を成型することにより形成されていることを特徴とする請求項１又
は請求項２に記載の文字板。
【請求項４】
　前記回転体の上を回転する指針を備え、
　前記指針は前記文字本体よりも視認側に配置されていることを特徴とする請求項１から
請求項３のいずれか一項に記載の文字板。
【請求項５】
　前記被覆部における視認側の面に、当該面を損傷から保護する保護部が形成されている
ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の文字板。
【請求項６】
　回転自在に設けられた指針と、
　視認側の面に、当該面を損傷から保護する保護部と、
を備えることを特徴とする文字板。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の文字板と、
　前記文字板を収容するケースと、
を備えることを特徴とする時計。
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